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ドイツ生活科(Sachunterricht)におけるカリキュラムと

　　　　　　授業実践に関する研究(II)

　　　　　　－｢評価｣に関する実態調査を中心にー

　　　　　　　　　　　久野弘幸

　　　　　　　　　は　じ　め　に

　筆者は, 2002年９月にドイツ南西部にあるバーデ

ン＝ヴュルテンベルク州フライブルク市を訪問し，生

活科の授業実践を参観・記録すると共に評価の実際に

ついてのインタビューと資料収集を行った。本稿は，

その際に得られた資料から，ドイツの小学校における

　「評価」の実際を事例に基づき報告・考察するもので

ある。

　日本においては，平成10年12月の小・中学校学習指

導要領の改訂を受けて，平成12年12月に教育課程審議

会による「教育課程の実施状況の評価の在り方」に関

する答申が出された。この答申の中で「目標に準拠し

た評価」（いわゆる絶対評価）の重視や個人内評価の工

夫が評価の基本的考え方として打ち出された。この答

申及び答申を具体化した指導要録改善の通知（平成13

年４月27日付）を受けて，各学校では評価規準等の開

発を行い，評価の客観性・信頼性を高める取り組みが

なされている。

　本稿では，日本におけるこのような評価に関する関

心の高まりを背景にして，ドイツにおける評価の実態

を，評価の「制度」の側面からでなく，評価の実際の

　「運用」を教師の視点に即して明らかにすることを目

的とする。

　そのために，まず国際学力比較研究を契機に高まっ

たドイツの学力論争を取り上げ，学力論争と評価の関

わりについて述べる。次に訪問先であるバーデン＝

ヴュルテンベルク州における評価の制度について整理

する。その上で，実際に訪問した同州の小学校におけ

る具体的な評価の運用の実態を，教諭へのインタ

ビューならびに通知表にあたる「学習報告書」の内容

分析から明らかにしたい。さらに最後には，日本にお

いて生活科や総合学習を中心に取り入れられ，ドイツ

でも試みが始まっている「記述式評価」を取り上げ，

ドイツにおける新しい評価活動の動向について論じ

る。

　　１．ドイツにおける「学力」論争と評価

　2000年にＯＥＣＤによって行われた学習到達度調査

　（通称「PISA2000」）の結果は，ドイツの社会に大き

な衝撃を持って受け止められた1．ドイツの子どもたち

の「学力」は，読解力において21位（比較対象国31ヶ

国，以下同じ），数学では20位，理科では20位と，いず

れも平均値を大きく下回り，いわゆる先進諸国の中で

も低位にランクされた。この調査結果は「PISAショッ

ク」といわれ，この調査をきっかけにしてドイツ版「学

力論争」ともいうぺき論争が巻き起こされた。その様

子は, NHKのテレビ番組「世界潮流　変わる世界の

学カマップ」(2003年５月18日放送）において放送され

たように，ドイツ社会の学校教育を多方面から再検討

するきっかけとなっている2。

　2001年のPISAナショナルレポートの発行3に続き，

翌2002年にはドイツPISA委員会から「PISA2000

ドイツ連邦州間比較調査報告4」（以下，「州間比較調査

報告」）が発行された。『州間比較調査報告』では，表

題にみられるような州と州の間にある「学力」の差の

みならず,様々な観点によりドイツの子どもたちの「学

力」の現状をとらえようとされている。例えば，各州

におけるギムナジウム進学者の割合と「読解力」のス

コアの相関関係から考察を加えたり，外国人の子ども

とドイツ人の子どもの間の成績を比較することによっ

て，家庭での言語生活と「読解力」の関係を考察する

などしている5．さらに，連邦制国家であるドイツと比

較が可能なカナダの諸州との比較を行い,州の間の「学

力」の格差がどのような幅で見られるのかについても

比較検討をしている。

　このように，ドイツにおいては国際学力調査の結果

が詳細に分析され，教育の現状と改革に関する議論が

始まっている。その中には，日本の「塾」を見習い，

学校外教育機関の充実を図るべきだという論やPISA

対策の問題集の出版など，０ＥＣＤが本来意図した「学

力」6とは異なった方向での改革論も含まれている。他

方で，国際学力調査の結果をドイツの従来の授業スタ

イルの質に対する問題提起だと受け止め，授業方法の

改善を図る試み7や,評価の在り方をより柔軟なものに

変える試みがなされている。とりわけ小学校における

評価については，点数によらない評価8や自己評価,他

者評価の試み9が紹介されるなど,それまでドイツの小

学校における評価で重視されていた中等教育学校への
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進路選択のための資料という指導要録の役割とは一線

を画した評価の在り方が論じられている。

　２．バーデン＝ヴュルテンベルク州における

　　評価制度

　本節では,以上述べてきた近年のドイツにおける「学

力」論争によって批判にさらされている，一般の学校

における評価や指導要録の記載の在り方について整理

したいlo。

　バーデン＝ヴュルテンベルク州の評価に関する規定

は，「評価構成に関する文部省令11」（以下「文部省令」）

に記されている。文部省令には，学校が行う評価の頻

度や記載項目など12と並んで，評定の段階値が次のよ

引こ記されている。

大変良い＝１

十分である＝４

不十分＝６

良い＝２　　満足できる＝３

　不足気味である＝５

　ドイツにおける評価は，一般に上に示した「１＝大

変良い」から「６＝不十分」までの６段階の数字で評

価され，「１」から「５」までが合格となる。文部省令

には，各段階値について次のような「意味づけ」が記

されている。

｢大変良い｣は，当該教科の要求にたいし，特別に優

　れた成績をあげた者に与えられる

｢良い｣は，当該教科の要求を十分に満たした者に与

　えられる

｢満足できる｣は，当該教科の要求を一般的な程度に

　満たした者に与えられる

｢十分である｣は，欠落した部分はあるが，当該教科

　の要求を一定程度満たした者に与えられる

｢不足気味である｣は，教科の要求を満たしてはいな

　いが,必要となる最低限の基礎知識を持ち一定の

　期間の内にその不足を補いうると判断される者

　に与えられる

｢不十分｣は，教科の要求を満たしておらず，基礎的

　知識にも欠けている。そのため一定の時間を経過

　しても不足を補うことはできないと判断される

　者に与えられる

　バーデン＝ヴュルテンベルク州の文部省令には，教

科の評定の他に「態度及び協力」と「留意事項」の所

見欄を設けるよう定められている。所見おいては，「勤

勉である」「注意がたりない」などの「学習態度」や「自

ら進んで行った」「責任感がある」などの「主体性」，

さらに学級内において「他の子の支援をする」「公正で

ある」などの「協力的態度」が記載される。

　また所見欄には，学習意欲についても「課題の解決

に向けた役割を自主的もしくは他の子どもと協力して

行うことができた」かについて記載することが示され

ている。

　３．ドイツの小学校における評価の事例から

　筆者は, 2002年９月にヨハネス・シュヴァルツ小学

校を訪問し，生活科の授業者に実際の評価の進め方に

ついてインタビューを行うとともに，通知票にあたる

　「学習報告書」ならびに「成績証明書」の写しを得た13．

ここでは，ドイツの実践者に対するインタビューと同

小学校から得た指導要録を事例に，ドイツにおける生

活科評価の一端を明らかにしたい。

（1）評価に関するインタビュー

　発表者は,フライブルク市近郊のヨハネス･シュヴァ

ルツ小学校(2002年９月25日訪問）おいて，生活科の

授業実践を観察した後，評価に関するインタビューを

行った。以下は，久野が同校のKlaus GUnther教諭に

インタビューした内容を，調査に同行した永田真吾氏

　（当時愛知教育大学大学院）がまとめたものである14．

①　評価のシステムについて

　　質問１：生活科では，評価（通知表）をどのよう

　　　　　に行っていますか？

　　回答：３・４年生は知識部分は点数による評価を

　　　　　行い，それ以外の関心・意欲・態度などは

　　　　　記述による評価を行う。しかし，国語や算

　　　　　数は，１・２年生でも筆記試験を行う。

　　質問２：成績の提示の仕方は，どのような形式を

　　　　　取りますか？

　　回答：成績は前期と後期の年２回出す。前期の成

　　　　　績は現在の状態の方向性を示すもので正式

　　　　　のものではない。正式のものは後期の成績

　　　　　だけである。 ３・４年生の場合，前期では

　　　　　　「３＋」や「１－」のような形式をとり，

　　　　　後期は「３」「１」と正式のものとなる。

　　質問３：評価をするとき，どのような方法を用い

　　　　　て評価資料を集めていますか？

　　回答：評価は授業の中で行い，ノートやカードな

　　　　　ど授業中に書いたもので評価することはな

　　　　　い。ノートなど子どもの書いたものを点数

　　　　　化したり，作品のできばえで評価すること

　　　　　はない。

　　質問４：生活科には，子どもを評価する上で規

　　　　　準／基準はありますか？

　　回答：生活科では評価の観点など公に定めたもの

　　　　　はない。各教師がそれぞれ自分の中に持つ
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　　　ている。国語（ドイツ語）や算数は，州に

　　　よって定められたものがある。規準／基準

　　　は，教師それぞれによって違う。　１学年に

　　　複数のクラスがあるとき，評価がクラスに

　　　より違いすぎることを避けるため，教師間

　　　で話し合いによってばらつきをなくすよう

　　　努力している。

質問５：絶対評価で成績を付けていますか？

回答：絶対評価である。数値による評価は,知識･

　　　理解のみであるが，全員が「１」になるこ

　　　とはない。

質問６：試験の仕方について教えてください。

回答：試験は各学年とも半期に１回か２回行って

　　　いる。国語や算数は記述試験を半期に８回

　　　行わなければならないが，生活科はきまり

　　　がない。記述試験は半期に１回か２回行う

　　　が，口述試験を行うこともある。クラスに

　　　より成績に著しい格差が生じないように，

　　　教師同士で話し合い調整を行っている。生

　　　活科では１・２年生は記述試験を行っても

　　　数値による評価は行わないので，参考程度

　　　にしている。

②　評価の手順についての質問

　　質問７：生活科では実際にはどのような手順で評

　　　　　価を行っていますか？

　　回答：子どもをよく見ていて，どのような行動を

　　　　　とったかを評価する。生活科では，幅広い

　　　　　視点で子どもを評価するようにしており，

　　　　　様々な活動を取り入れて評価している。１

　　　　　時間ごとに評価を行うということはなく，

　　　　　数時間の子どもの様子を観察しながら評価

　　　　　している。またそれぞれの子どもがどのよ

　　　　　うな姿を見せていたのか忘れないように，

　　　　　その日の内にメモ書きをするように心がけ

　　　　　ている。

　　質問８：なぜ１・２年生では数値による評価を行

　　　　　わないのですか？

　　回答：数値による評価を行うと，子どもたちは点

　　　　　数ばかりに目がいってしまい活動がおろそ

　　　　　かになる。生活経験の浅い１・２年生では

　　　　　点数を気にするのではなく，活動が中心に

　　　　　なるように配慮しているためである。

　　質問９：数値による評価で，たとえば「２」と「３」

　　　　　の差をどのようにつけていますか？

　　回答：数値による評価は知識部分だけなので，子

　　　　　ども全体の様子を見ながらこの単元なら何

　　　　　間中何問できていれば「３」，何問できてい

　　　　　れば「４」のようにしている。

　　質問10 : 子どもを評価するとき，主観が入ります

－

　　　か？　また入るとすれば，主観が入ること

　　　についてどのように思いますか？

回答：なるべく客観的に評価しようとしている

　　　が，主観はどうしても入ってしまう。主観

　　　といっても，各教師に規準／基準があり，

　　　それに照らしての主観なので大きな問題は

　　　ない。しがし，学年が上がるにつれて，子

　　　どもの家庭における生活経験に大きな差が

　　　生じ，学習活動にもその影響が反映するた

　　　め，子どもを見てどのように判断するかが

　　　次第に難しくなる。

　　　　　　　　　　　　　(インタビュー終了)

　インタビューの結果からは，小学校の評価が絶対評

価であること。評価の規準／基準は，個々の教師が独

自に設定し，学年間で調整する必要のある場合にのみ

話し合いで調整をすることになる。ノートやカードな

どの児童による作品を評価対象としないという回答で

あったが，それが一般的な傾向であるのかインタ

ビューした教師独自の考えであるのかは判別できな

しｙ

　インタビューを通して得られた印象は，近年日本に

おいて活発化している評価に関する議論に比べると，

ドイツ人教師における評価への取り組みはあまり活発

であるとはいえない。評価の規準／基準が各教師にゆ

だねられていることは，教師の専門職責として肯定的

にとらえることができるが，「原級留置（落第）」をめ

ぐって多数の裁判が起こされている現状15を考える

と，今後ドイツの諸学校においても評価規準の明確化

が求められる事態も予想される。

（2）「学習報告書」および「成績証明書」について

　文末の資料に示したのは，ヨハネス・シュヴァルツ

小学校において収集した子どもの「学習報告書」およ

び「成績証明書」である（以下，「通知表」と称す。い

ずれも学年末の最終成績である）。

　資料からは，次の特徴を読みとることができる。①

第１学年では数値による評価を行わない。②第２学年

では，ドイツ語と算数のみ数値による評定が記載され

る。③第３・４学年では，全教科について数値による

評定が記される。④第１・２学年における記述式の評

価項目では，「態度」「活動」「学習」の３項目が記され，

資料をみる限り「学習」欄はドイツ語と算数のみが評

価されている。⑤第３・４学年の「総合評価」の欄に

は，主に学習態度等が記載され，教科に関する記述的

評価はない。⑥第２・３学年には，第１学年にない「進

級」欄がある。これは，第１学年から２学年への進級

には「原級留置」の措置がないためであると考えられ

る。



　生活科の評価が直接的に示されている箇所は，第３

学年および第４学年の数値による教科の成績部分のみ

であり，このような通知表からでは，十分な評価過程

の検証ができない。そこで今後の課題としては，評価

メモや記録等の収集を図ることにより第３・４学年に

おける数値評価の評価過程について明らかにする必要

がある。他方，第１・２学年の評価についても，通知

表には記載されないが，どのような評価を蓄積してい

るか資料の収集を図るという課題が残されている。

　前項および本項において検討を加えてきたヨハネ

ス・シュヴァルツ小学校の事例から，生活科の評価に

ついて次のようにまとめることができる。①生活科の

評価については，評価の規準／基準を明示することが

求められておらず，個々の教師の評価の視点や観点に

依拠している。②第１・２学年においては，生活科の

評価が通知表に記載されず，学習活動の様子や学習で

得られた成果を子どもや親に返すシステム作りを教師

が独自に進める必要がある。③本文中では詳しく述べ

ることはできなかったが，第４学年終了時に中等学校

への進学の成績表の提出が求められている。そこでは，

国語（ドイツ語）と算数の成績の平均値が進学資料と

して重要視されており，生活科及び他の教科の位置づ

けと差が生じている。

　これまで生活科を中心にドイツ小学校の評価を事例

的に検討してきたが，最後にドイツにおける新しい評

価活動の動向について述べたい。

　４．　ドイツにおける新しい評価活動の動向

　はじめにでも述べたように，ドイツにおいても各教

科の評価を自己評価や他者評価，あるいは記述的評価

のみによって行おうという試みがなされている。

　ドイツにおける記述的評価の歴史は,ペーター･ペー

ターセンによるイェナ実験学校やヴァルドルフ学校な

ど，20世紀初頭の新教育運動に源流をたどることがで

きる。現代のドイツでは，これらの教育思想に学び，

教科学習の成果を数値による評価から記述による評価

によって学習の成果を子どもに返すという考えが次第

に広がりつつある。

　下に引用したのはウルリッヒ・ボッシュらが示した

生活科の記述的評価の例である。ボッシュらは，にこ

に掲載した例は場合によっては批判の対象になるかも

しれない｡けれども批判を受けることが目的ではなく，

この例を通して自分の実践をふり返り，刺激とヒント

を得てもらいたい。読者自身の現在の実践の次の課題

としてこの例を利用してほしい16｣と述べ，現在はこの

ような記述的評価が一般的でないことを承知した上

で，イングリットを例に次のような子どもに返す教科

の記述的評価を提示している17．
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　　　　　　　表：記述的評価の例

【学習事項：生活科】夏休みの後，クラスの友達が

旅行に出かけた様々な国について学びました。森

ではたくさんの新しいものを見つけ集めることが

できました。11月には天気予報をするために，天

気の観察をし，予報のために気象学者は何を観測

しなけれぱならないか気付くことができました。

また他の国のクリスマスがどのように祝われてい

るかについて学ぶとともに，他の宗教ではどのよ

うな重要なお祭りがあるのかについても調べまし

た。『空を飛んだ星』の本は，私たちに北アメリカ

のインディアンの物語や生活について多くのこと

を教えてくれました。

【学習過程：生活科】あなたは，クラスのみんなと

授集中にたくさんのおもしろい経験をしました

ね。その中には，あなたが家から持ってきた雑誌

や図鑑で調べたものもたくさんありました。あな

たは，たとえば「大きな天気予報図」のような作

品づくりに取り組んできましたが，中には完成し

ないままになってしまったものもありましたね。

たくさんの時間を使ってティピーを立てることが

できました。その時あなたはとても熱心に取り組

み，集中していました。

　この生活科の記述的評価の例をみてみると,｢学習事

項(Lernsachen)｣と｢学習過程(Lernentwicklungen

und Lernperspektiven)｣を区別しながら，どちらもイ

ングリットに向けて話しかける調子で記され，子ども

に返す評価が意図されている。その一方で，この記述

的評価には次のような問題点も指摘できる｡すなわち，

イングリットの行った学習活動が何をめざした活動で

あるのかという評価の観点と，イングリットの活動が

学習の目標を満たすものであったのか，なお努力を要

するのかという評価の記載が十分でないという点であ

る。

　この記述的評価を文末資料に示したヨハネス・シュ

ヴァルツ小学校の第１および２学年の｢学習｣欄と比

較してみると，次の点が明らかになる。ボッシュらの

示した上記の記述的評価には，未完成に終わった活動

などを含めて子どもが自らの活動をふり返り，次の学

習に役立てるという意図がある反面，個々の活動の観

点や評価が曖昧になっている。他方，ヨハネス・シュ

ヴァルツ小学校の通知票の第１学年②の学習欄をみて

みると，｢文章をかなりなめらかに読むことができ｣る

ことや｢ブロック体を筆記体に直すこともできます｣

のように，評価の観点とその観点に対する評価が明確

に示される反面，それが父母への学習報告書であるこ
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とから，子どもが自己の学習を'ふり返るきっかけとな

る子どもに返す評価にはつながりにくい。

　この両者の長所と短所を補い，明確な評価の観点を

持ちかつ子どもが自ら次の学習に役立てられる自己評

価による評価方法も提案されている。教育実践雑誌で

ある『小学校授業(Grundschulunterricht)」誌は, 2002

年11月号で「学習指導と評価」を特集し，特集の趣意

説明において「子どもに返す評価の文化を育てる(eine

Riickmeldekultur entwickeln)」ことの重要性を指摘

し8，様々な評価の在り方を示している。

　下に示したのは，自己評価カードの例である19．カー

ドの左端には，子どもに宛てたメッセージの形で活動

をふり返り，意欲的に自己評価を進められることばが

記されている。中央と右の欄には，活動の期間(2002

年１月7～18日）に続いて，自由記述形式のふり返り

の観点が６項目，チェックリスト形式の観点が３項目

設けられている。

　自由記述欄には,「行った活動の内容」「一香気に入っ

たこと」「前よりも上手にできたこと」「むずかしかっ

たこと」「気をつけたいこと」「グループで協力してで

きたこと」の６項目があげられており，活動に即して

子どもが自己評価するようになっている。またチェッ

クリスト欄には，「集中して活動できた」「材料の準備

はいつも完全だった」「宿題はすべてやり通した」の３

項目が記され，「良い」から「良くない」までの６つの

尺度で自己評価をチェックする。

　これまで述べてきたように，ドイツにおける新しい

評価活動の動向には，教師による子どもに返す通知票

の在り方を追求したものや，子ども自身が活動をふり

返り，自覚させることを意図した自己評価カードの開

発などが認められる。これら新しい評価活動が実際に

どのように授業場面で活用されているかについては，

今後に残された課題である。

　　　　　　　　お　わ　り　に

　２および３で述べたように，ドイツにおいては依然

として学習結果を「１」から「６」までの段階値によっ

て評価することが一般的である。その評価の手順や規

準／基準作りも，一人ひとりの教師にゆだねられてお

り客観的に表記されることも少ない。また，中等学校

への進学資料の対象となるドイツ語と算数が記述式評

価においても手厚く記載されるなど，教科間のアンバ

ランスも指摘できる。

　その一方で,４で述べたような記述式評価の試みや，

学習の成果を子どもに返して次の活動に結びつける試

みが始まっている現状も確認することができた。国際

調査の結果を受けて，ドイツの初等教育がどの方向に

改革の舵を切るのか，今後もさらに注視していく必要

がある。

図：自己評価カードの例
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EＥ蒔莉

【第１学年①】

【第１学年②】

－25－



【第２学年】
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【第３学年】
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【第４学年】
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